
共謀罪法案 「テロ目的」の記載なし 

原案判明 国民監視へ警察権強化 
しんぶん赤旗 2017 年 3 月 1 日(水) 

 政府が今国会への提出を狙う「共謀罪」法案の原案の

内容が、２月２８日までにわかりました。「テロ等準備

罪」という政府の宣伝に反し、犯罪の要件には「テロ目

的」などの記載は全くありません。 

 原案では、「共謀罪」の対象犯罪を２７７に絞り込ん

でいますが、犯罪実行の計画・合意だけで処罰するもの

で、内心処罰へと国の刑罰権を拡大・大転換する本質に

全く変わりありません。 

 国民の日常的な会話や通信を監視するため、盗聴や内

偵など人権侵害性の高い捜査手段が拡大され、警察権が

大きく強化されます。 

 政府は「一般人は対象にならず、従来の共謀罪とは全

く別物」などと繰り返してきましたが、重大な危険が改

めて明らかになりました。 

 原案は「組織的犯罪集団」の行為を対象としています

が、衆院の予算委員会での質疑でも明らかにされたよう

に、「組織的犯罪集団」の明確な定義はありません。市

民団体や労働組合、政党などの一般団体が「組織的犯罪

集団」に性質を一変させることもあると政府は繰り返し

答弁しています。 

 また原案は、犯罪の計画に関わった者の「いずれか」

が「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他」の「犯

罪を実行するための準備行為」を行ったときに処罰する

としています。「準備行為」をしていない者も一網打尽

にできる仕組みで、合意だけで処罰する「共謀罪」その

もの。「準備行為」は処罰の条件で、計画・合意だけで

犯罪は成立すると読み取れます。 

 実行着手前に自首した者の刑の減免を設け、密告を奨励しており、乱用されれば市民の

自由に対する脅威になります。 

 

メール・ラインでも共謀罪 

日常会話が「犯罪」に 

衆院予算委 金田法相 認める 
しんぶん赤旗 2017 年 2 月 28 日(火) 

 「共謀罪」（テロ等準備罪）法案に関し、金田勝年法相は２７日、人が集まって顔を合わ

 



せる場面に限らず、電話やメール、若者を中心に普及している無料通信アプリ「ＬＩＮＥ

（ライン）」上でのやりとりでも「共謀」が成立しうるとの考えを示しました。さらに、メ

ールや「ライン」で使われている“顔文字”やイラストなどで伝えても成立しうると認め、

警察の恣意（しい）的な解釈・捜査で、メールなどを使った日常会話が犯罪の「共謀」に

仕立て上げられる危険が鮮明になりました。 

 

顔文字・イラストも 

 同日の衆院予算委員会で、民

進党・山尾志桜里議員の質問に

対して金田法相は「メールやラ

インでも合意が成立しうる」と

言明しました。意思表示の手段

に、表情をイメージした顔文字

や、「ライン」のスタンプ（イラ

スト）といった文字以外の表現

を含むかについても、「手段を限

定するつもりはない」と述べま

した。メールやラインを閲覧し

ただけで共謀が成立したとみな

すかについては「検討中だ」と

答えました。 

 政府は、共謀罪の対象を「組

織的犯罪集団」に限定するとし

つつ、普通の団体が性質を「一

変」させた場合は対象になりう

るとしています。 

 山尾氏が、宗教法人やＮＰＯ

法人、草野球チーム、同窓会の

メーリングリスト（メール送信

名簿）や「ライン」グループを

例に挙げて、性質が一変したと

見なされれば「組織的犯罪集団」

になるのかとただし、金田法相

は「元の団体の性質は関係なく、（犯罪目的の団体に）一変した場合ということで捉える」

と答弁しました。「一変」したと判断するのは捜査機関だとも認めました。 

 金田法相はまた、盗聴法（通信傍受法）の対象に「ライン」やフェイスブックなどのＳ

ＮＳ全般が含まれると答弁。安倍政権は将来、「共謀罪」の捜査に盗聴を用いる可能性を否

定しておらず、テロを口実とした警察の市民監視が、インターネット全般に及ぶ危険が明

白になりました。 

 

 ＳＮＳ ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネット空間につくら

れた交流の場。スマートフォンの普及などで急速に拡大し、国内でのフェイスブックの月

間利用者数は２７００万人とされます。 

 



 

衆院本会議・予算委 共産党の論戦 

暴走政治に正面対決 

対案示し転換を迫る 
しんぶん赤旗 2017 年 3 月 1 日(水) 

 ２０１７年度予算案の論戦の場は２８日、参院に移りました。日本共産党は、衆院予算

委員会などでの論戦で、暴走する安倍政権に正面対決。他の野党との共闘を追求しながら、

日本共産党ならではの主張や対案を示して政治の根本的転換を迫りました。 

 
南スーダン 
立憲破壊の派兵が明白に 
「日報」隠ぺい疑惑いち早く追及 
 

 防衛省が「廃棄して保有していない」と説明してきた南スーダンＰＫＯ（国連平和維持

活動）に派遣されている陸上自衛隊の「日報」が電子データとして統合幕僚監部にすべて

保存されていたことが明らかになり、大問題となっています。 

 

 防衛省が一部黒塗りで公表した昨年７月の「日報」は、首都ジュバで発生した南スーダ

ン政府と反政府勢力の内戦を「戦車や迫撃砲を使用した激しい戦闘」との表現で生々しく

報告していました。しかし、稲田朋美防衛相は「憲法９条上の問題になる」などの理由で

「戦闘」を「衝突」と言い換えました。南スーダンの実態を覆い隠し、安保法制＝戦争法

に基づく自衛隊派遣を続けようとする安倍政権の立憲主義破壊の姿勢がいよいよ明白にな

っています。 

 

 日本共産党は、南スーダンからの自衛隊撤退、憲法９条に立った非軍事の人道・民生支

援への転換を求めるとともに、「日報」の隠ぺい問題を志位和夫委員長が１月２４日の代表

質問で真っ先に取り上げました。志位氏の追及に、安倍晋三首相は「日報」廃棄を前提に

答弁するなど、防衛省が「日報」の存在を知りながら、それを隠そうとして、首相答弁を

作成した疑惑も浮き彫りになっています。 

 

 さらに、笠井亮政策委員長は２月１４日、「日報」が陸自の電子データシステムに保存さ

れ、自衛隊内で閲覧可能だったと告発。さらに他の野党議員も電子データの取り扱いをた

だす中で、統幕がデータを保有していながら、不開示を認める決裁をしていたことも明ら

かになっています。 

 

 畠山和也議員は２月２０日、「日報」をダウンロードした記録の有無を追及。防衛省の組

織ぐるみの隠ぺい疑惑はますます深まっています。 

 

共謀罪 
政府説明破綻に追い込む 



“質問封じ”狙った法相は謝罪 
 

 政府が今月中にも国会提出を狙う「共謀罪」法案。野党の追及で、「テロ対策」「一般人

は対象にならない」という政府の説明がことごとく破綻しました。 

 

 政府は「共謀罪」をつくる理由に、「国際組織犯罪防止条約（ＴＯＣ条約）を批准してテ

ロを防ぐ」ことを挙げます。 

 

 これに対して日本共産党の藤野保史議員は、ＴＯＣ条約の目的は経済犯罪の取り締まり

だと指摘。「目標が純粋に非物質的利益にあるテロリストグループは含まれない」との国連

の説明を示して政府の見解を問うと、金田勝年法相は明確な答弁ができませんでした。（２

月１７日） 

 

 政府は▽処罰対象を組織的犯罪集団に限る▽合意に加え実行準備行為があって初めて処

罰する―と説明します。藤野氏の追及で、組織的犯罪集団として政府の挙げるテロ組織と

麻薬密売組織に定義がなく、対象が広がりうることが明らかになりました。（同２日） 

 

 政府は、ある団体が犯罪目的の集団に「一変」した場合、「組織的犯罪集団に当たり得る」

との見解を発表（同１６日）。民進党の山尾志桜里議員の質問に、金田法相は、「一変」し

たかを判断するのは主に捜査機関だと認めました。さらに、「共謀」は、電話やメール、ラ

イン（無料通信アプリ）のやりとりや、顔文字やスタンプ（イラスト）など文字以外の意

思表示でも成立しうると明言しました。（同２７日） 

 

 相次ぐ野党の追及に追い込まれた金田法相は、“質問封じ”と受け取れる文書を作成・配

布しましたが、さらに野党の批判を受け、謝罪・撤回しました。共産、民進、自由、社民

の４野党は一致して、「日報」隠ぺいの稲田朋美防衛相と合わせて金田法相の辞任を求めま

した。 

 

外交 
トランプ政権追随を告発 
米と対等・平等・友好に転換を 
 

 日本共産党は、平和も暮らしも破壊する異常な安倍政権の対米追随姿勢を告発し、対等・

平等・友好の日米関係への転換を求めました。 

 

 笠井亮政策委員長は、日米首脳会談でトランプ政権の「入国禁止令」への批判を安倍首

相が避けたことについて、「難民法をはじめ国際的な人権・人道法に反する。テロ根絶の国

際的取り組みにも深刻で否定的な影響を与える」とただしました。 

 

 辺野古新基地建設に突き進む日米両政府の姿勢を追及した赤嶺政賢議員は、２０１９年

２月までの普天間基地（宜野湾市）の運用停止を合意しながら、同基地の補修・維持を行

う矛盾をつきました。これに対して安倍首相はまともに答えられませんでした。（２月１４

日） 



 

 赤嶺議員は、在日米軍兵士と軍属らによる事件・事故総数は２１万件を超え、死者は１

０９２人（１９５２～２０１６年時点）にものぼるなど、基地押しつけの被害も明らかに

しました。 

 

 安倍首相は、米国製の武器購入が「米国の経済と雇用に貢献する」（２月１５日）と言い

放ちました。畠山和也議員の追及で、１３年度から米政府からの兵器調達が急増し、１７

年度は３５９６億円に達するなど、「日米同盟第一」の政治の害悪を浮き彫りにしました。 

 

 大平喜信議員は、米政府の核強化方針に「被爆国日本として反論を」と追及。岸田文雄

外相は「動向は注視する」と言い逃れようとしました。 

 

 斉藤和子議員は、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉と並行して交わした関連文書に基づ

き、米国の要求である日本の医療保険制度の改悪や食品添加物の使用拡大を日本政府が推

進する姿勢を浮き彫りにしました。 

 

働き方改革 
長時間残業の政府案批判 
規制の「適用除外」廃止答弁引き出す 
 

 安倍首相は「残業時間の上限設定が必要」と繰り返し答弁しています。政府が「働き方

改革実現会議」で打ち出したのは、残業時間を「年間７２０時間」まで認めるという案で

した。残業時間の限度を「週１５時間、月４５時間、年間３６０時間まで」とした厚生労

働大臣告示の２倍もの残業を許容する「働き方改悪」というべきものです。日本共産党は、

大臣告示の法制化を求めています。 

 

 真島省三議員は、原発再稼働審査のための電力会社の業務について、政府が「公益上の

必要」の名のもとに、残業時間を規制する大臣告示の「適用除外」としている問題を批判。

九州電力では「適用除外」期間が終了したにもかかわらず、２９２人が月１７０時間まで

残業できるようにしていた実態を自らの調査をもとに告発し、「電力会社は原発は『公益事

業』だから自動的に適用除外になるという思い込みで“モラルハザード（倫理喪失）”を起

こしている」と是正を迫りました。 

 

 この残業時間規制の「適用除外」問題は共産党の質問で大きく動きました。 

 

 高橋千鶴子議員は全国の原発の三六協定（残業時間に関する労使協定）を示し、残業時

間の上限が１日１６時間で、所定労働時間と合わせて２４時間を超える勤務を可能として

いると指摘。塩崎恭久厚労相は、「適用除外」とした厚労省通達を「今年度限りで廃止すべ

く考えている」と答弁しました。高橋氏は、始業後２４時間以内に一定の休息を保障する

インターバル規制を義務付ける野党共同提出の「長時間労働規制法案」の実現を求めまし

た。 

 

「看板」偽り 



政府のごまかし浮き彫り 
奨学金・地方・被災地…真の対策迫る 
 

 安倍政権が掲げる看板がどれも小手先のごまかしにすぎないことも論戦で浮き彫りにな

りました。 

 

 日本共産党は、格差と貧困の是正こそ政治の最大の課題だとし、志位和夫委員長が代表

質問で、(1)税金の集め方の改革(2)税金の使い方の改革(3)働き方の改革(4)産業構造の改革―

という「格差と貧困をただす経済民主主義の四つの改革」を提案（１月２４日）。政治の抜

本的転換を迫りました。 

 

 宮本徹議員は、安倍政権の給付制奨学金が“看板に偽りあり”となっていることを告発

しました（１月２７日）。宮本氏は、同制度の収入要件を満たす生徒が約１６万人いるのに

定員が２万人にすぎないことを指摘。自宅から国立大学に通う学生には給付制奨学金が支

給されないことも明らかにしました。松野博一文科相は、要件を満たしていても給付制奨

学金を受けられない生徒が出てくることを認めました。 

 

 「地方創生」の掛け声の陰で、住民の足のローカル鉄道が次々と消えている―。本村伸

子議員は、２０００年度以降、全国で３９路線が廃線となる一方、安倍政権がＪＲ東海の

リニア建設を財政投融資で強力に支援していることを批判（２月１７日）。首相から「ＪＲ

北海道・四国・貨物等々に対する支援は行っていかなければならない」との答弁を引き出

しました。 

 

 高橋千鶴子議員は、東日本大震災被災地で深刻な受診抑制が起きている実態を示し、国

保加入者に対する医療費免除を全額国費負担に戻すよう要求（２月９日）。背を向ける塩崎

恭久厚生労働相に、被災者の現実を直視するよう迫りました。 

 

注目集まる質問力――“森友”問題でも 

「共産は『人海戦術』」（２月５日付「朝日」） 

 

 党議員団をあげて論戦を組み立てる日本共産党の質問力にはメディアも注目。笠井政策

委員長が防衛省の内部資料をもとに稲田朋美防衛相を追い詰めた２月２日の質問を取り上

げ、「内部資料を入手して数十人がかりで分析し、質問をぶつけるのが共産党流だ」（同）

と指摘しました。 

 

 学校法人「森友学園」が国有地を格安に取得した問題では、近畿財務局幹部らが森友学

園側と契約前に価格交渉をしていたことを独自調査で明らかにした宮本岳志議員の２月２

４日の論戦を、「朝日」「毎日」など各紙が１面で報道しました。 

 

 「産経｣も２８日付｢社説｣で､「これで適正な取引だと信じろというには無理がある」と

して関係者の国会招致を求めるなど、政府を追い詰める質問力が光っています。 

 

全国へのアピール 



思想・言論を圧殺する「共謀罪」の国会提出に断固反対する 

 統一署名を軸に創設させない運動を急速に広げよう 

                                2017 年 2 月 28 日 

                           憲法共同センター運営委員会 

安倍政権は、「共謀罪」を創設する法案の国会成立にむけた動きを本格化させている。「共

謀罪」は、思想・言論の自由を侵す危険な法案であることから、過去３度にわたって国民

の大きな反対の声により廃案にされてきた。その「共謀罪」の名前を変え、今国会成立強

行しようとする安倍政権の企みに対して、憲法共同センターは「共謀罪」創設に反対し、

法案の国会提出中止を強く求める意思を表明する。 

 「共謀罪」は、法律に違反することを話し合うだけで犯罪とするものであり、「犯罪の実

行行為を処罰し、思想や内心の意思を処罰しない」という近代刑法の基本原則を根底から

破壊するものである。さらに、自由に考え討議する民主主義の土台を揺るがすものであり

到底容認できない。 

 政府は、「共謀罪」の名称を「テロ等組織犯罪準備罪」と変えテロ対策を装い、「『国際組

織犯罪防止条約』の批准のために必要だ」と言い訳するが、この条約は、国際マフィアを

取り締まる条約であり、テロ対策とは無縁である。そして、日本はテロ防止に関する国際

条 13 本すべてをすでに締結し、国内法も整備している。現行法で摘発は可能であり、「テ

ロ対策」との強弁には何ら根拠がない。しかも、「共謀罪」が適用される犯罪の対象の多く

は、「テロ」とは関係のないものである。また、「『組織的犯罪集団』を処罰するものであり、

一般人は対象外だ」と言うが、「組織的犯罪集団」の判断は捜査機関にゆだねられており、

労働組合や市民運動も捜査対象にされかねない。さらに、捜査のために会話や電話、メー

ルまで監視される危険性がある。「戦争する国」づくりと一体の「共謀罪」の創設は断じて

許されない。 

 この間の国会論戦でも上記のような問題点が明らかになるとともに、法務大臣は答弁不

能に陥るだけでなく、「成案を得て国会に提出した後に法務委員会で議論すべきだ」という

文書を回し、予算委員会論議を封殺しようとし、法務大臣辞任を求める批判が大きく高ま

っている。 

「共謀罪」は、労働組合や市民団体の運動を委縮させること、国民が声を上げることを

封殺することに、その狙いがある。労働運動や市民運動を根底から破壊する違憲立法「共

謀罪」の創設を許さないために、全国で以下の行動にとりくもう。 

① 総がかり行動実行委員会と共謀罪実行委員会連名の「共謀罪」の創設に反対する緊急統

一署名に 3 月～5 月集中的にとりくみもう。 

② あわせて、すべての職場・地域で学習・宣伝行動にとりくみ、急速に世論を高めよう。 

③ 全国で共同を広げ、集会・宣伝・パレードなどにとりくもう 

④ 3 月 6 日(月)12:00～13:00 国会議員会館前、4 月 6 日(木)18:30～19:30 日比谷野外音楽

堂での反対集会が予定されています。首都圏を中心に参加しましょう。 

 


